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市
環
境
基
本
条
例
が

施
行
さ
れ
ま
し
た

発
展
が
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
何
を
す
れ
ば

今
後
何
を
す
れ
ば 

　

い
い
の
か

い
い
の
か

　

身
近
な
環
境
に
つ
い
て
調
べ
て

み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
良
好
な
環

境
の
確
保
に
向
け
て
、
日
々
の
生

活
の
中
で
環
境
配
慮
を
心
が
け
ま

し
ょ
う
。そ
し
て
、一
人
ひ
と
り
が
、

何
か
で
き
る
こ
と
か
ら
環
境
に
よ

い
こ
と
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

　

条
例
制
定
後
は

条
例
制
定
後
は

　

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策

を
総
合
的
、
計
画
的
に
推
進
す
る

た
め
、
環
境
基
本
計
画
を
つ
く
り

ま
す
。
ま
た
、
環
境
に
関
す
る
必

は
、
日
常
生
活
や
事
業
活
動
が
環

境
へ
の
負
荷
を
与
え
て
い
る
こ
と

を
認
識
し
、
市
、
市
民
、
事
業
者

等
す
べ
て
の
者
が
で
き
る
限
り
環

境
に
配
慮
し
た
取
り
組
み
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
基
本
的

な
考
え
方
や
仕
組
み
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

基
本
と
な
る
考
え
方
は

基
本
と
な
る
考
え
方
は

　

快
適
な
生
活
を
営
む
良
好
な
環

境
を
確
保
し
、
こ
れ
を
将
来
の
世

代
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

ま
た
、
市
、
市
民
、
事
業
者
等
す

べ
て
の
者
の
積
極
的
な
取
り
組
み

に
よ
り
、
人
と
自
然
が
共
生
し
、

環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
持
続
的

　

環
境
基
本
条
例
と
は

環
境
基
本
条
例
と
は

　

市
の
良
好
な
環
境
を
確
保
し
、

次
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め

の
基
本
と
な
る
考
え
方
や
、
市
、

市
民
、
事
業
者
等
の
役
割
と
そ
れ

ぞ
れ
の
取
り
組
み
の
基
本
的
な
事

項
を
定
め
る
た
め
の
条
例
で
す
。

環
境
に
関
す
る
個
別
の
事
項
に
つ

い
て
規
制
し
た
り
、
支
援
す
る
た

め
の
条
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

条
例
制
定
の
目
的
は

条
例
制
定
の
目
的
は

　

現
在
の
環
境
問
題
は
、
緑
地
保

全
や
湧（
ゆ
う
）水
保
護
の
み
な
ら

ず
、
地
球
温
暖
化
な
ど
地
球
規
模

で
の
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に

い
る
ほ
か
、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
２
階
）、

環
境
緑
政
課

（
市
役
所
５
階
）

窓
口
で
も
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
環
境
保
全
係
�

　

・
７
７
５
３
へ
。

７０

環
境
へ
の
取
り
組
み
が
進
む
よ
う
、

自
ら
学
習
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、市
、

市
民
、
事
業
者
等
の
自
発
的
な
活

動
を
推
進
す
る
た
め
、
お
互
い
に

協
力
す
る
よ
う
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

▼
条
例
の
全
文
は

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、

市
民
と
専
門
家
等
か
ら
構
成
さ
れ

る
環
境
審
議
会
を
設
置
し
ま
す
。

　

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が

　

環
境
の
大
切
さ
を

環
境
の
大
切
さ
を 

　

知
る
た
め
に
は

知
る
た
め
に
は

　

環
境
の
保
全
等
の
理
解
を
深
め
、

市
環
境
基
本
条
例
が

市
環
境
基
本
条
例
が

施
行
さ
れ
ま
し
た

　
　

施
行
さ
れ
ま
し
た

め
の
目
的
税
と
し
て
納
め
る
税
で

す
。

　
　

土
地
の
税
負
担
の

土
地
の
税
負
担
の 

基
本
的
な
考
え
方

　
　

基
本
的
な
考
え
方

　
　

年
度
も
課
税
の
公
平
の
観
点

１６
か
ら
負
担
水
準
の
均
衡
化
を
推
進

し
て
い
く
た
め
、
現
行
の
負
担
調

整
措
置
を
継
続
し
、
臨
時
的
な
税

負
担
の
据
え
置
き
措
置
も
継
続
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

税
制
内
容
は
下
表
の
通
り
で
す

が
、　

年
度
の
税
負
担
に
は
次
の

１６

よ
う
な
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　
（
１
）
税
額
が
下
が
る
場
合

　

宅
地
等
に
か
か
る
税
負
担
は
、

負
担
水
準
が
、
住
宅
用
地
・
市
街

化
区
域
農
地
で
１
０
０
㌫
以
上
、

商
業
地
等
で　

㌫
を
超
え
る
土
地

７０

で
、
そ
れ
ぞ
れ
負
担
水
準
を
１
０

０
㌫
、　

㌫
と
し
た
場
合
の
課
税

７０

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

算
出
基
礎
と
な
る
土
地
・
建
物
の

評
価
額
は
３
年
ご
と
に
評
価
替
え

を
行
っ
て
い
ま
す
。　

年
度
は
原

１６

則
と
し
て
評
価
替
え
が
行
わ
れ
た

　

年
度
の
評
価
額
を
据
え
置
き
ま

１５す
が
、
土
地
の
評
価
額
は
前
年
度

と
同
様
に
引
き
続
く
地
価
の
下
落

を
考
慮
し
て
修
正
を
行
い
ま
し
た

の
で
、
修
正
後
の
価
格
が
新
評
価

額
と
な
り
ま
す
。

　

◆
固
定
資
産
税
と
は

◆
固
定
資
産
税
と
は

　

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
に
つ

い
て
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所

有
者
が
、
そ
の
資
産
価
値
に
応
じ

て
納
め
る
税
で
す
。

　

◆
都
市
計
画
税
と
は

◆
都
市
計
画
税
と
は

　

土
地
、
家
屋
の
所
有
者
に
、
都

市
整
備
な
ど
の
費
用
に
充
て
る
た

務
課
長
（
障
害
福
祉
課
長
）
島
崎

宣
治
▽
障
害
福
祉
課
長
（
介
護
福

祉
課
長
補
佐
兼
高
齢
サ
ー
ビ
ス
係

長
）
久
保
田
嘉
代
子
▽
介
護
福
祉

課
長
（
都
市
計
画
課
長
補
佐
兼
計

画
調
整
係
長
）
西
村
幸
高
▽
都
市

計
画
課
長
（
都
市
計
画
課
市
街
地

開
発
担
当
課
長
）
西
川
昌
彦
▽
管

理
課
長
・
維
持
係
長
事
務
取
扱（
ご

み
対
策
課
長
）
河
野
喜
洋
▽
教
育

部
総
務
課
学
校
適
正
化
等
担
当
課

長
（
市
民
課
長
）
鈴
木
保
▽
監
査

事
務
局
長
（
保
険
年
金
課
長
）
木

�
孝

　

詳
し
く
は
職
員
課
�　

・
７
７

７０

１
６
へ
。

　
【
課
長
級
】

　

市
民
課
長
（
水
道
業
務
課
長
）

井
部
英
子
▽
納
税
課
長
（
市
民
部

主
幹
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
振
興
公
社

派
遣
）
平
野
進
▽
保
険
年
金
課
長

（
納
税
課
長
）高
嶋
英
夫
▽
市
民
部

主
幹
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
振
興
公
社

派
遣
（
福
祉
総
務
課
長
補
佐
兼
庶

務
係
長
）
新
井
昇
▽
環
境
緑
政
課

長
（
介
護
福
祉
課
長
）
広
瀬
勝
博

▽
水
道
業
務
課
長
（
環
境
緑
政
課

長
）
倉
田
成
孝
▽
水
道
工
務
課
長

（
管
理
課
長
）安
部
剛
▽
ご
み
対
策

課
長
（
総
務
部
総
務
課
長
補
佐
兼

秘
書
係
長
）
井
口
春
男
▽
福
祉
総

　

市
で
は
４
月
１
日
付
で
部
長
級

２
名
、課
長
級　

名
お
よ
び
係
長
・

１５

係
員
の
異
動
を
行
い
ま
し
た
。
部

課
長
級
の
異
動
は
次
の
通
り
で
す

（
カ
ッ
コ
内
は
前
職
）。

　
【
部
長
級
】

　

健
康
福
祉
部
参
事
社
会
福
祉
協

議
会
派
遣
（
都
市
建
設
部
都
市
計

画
課
長
）原
健
一
▽
教
育
部
参
事
・

指
導
室
長
事
務
取
扱　

西
田
義
貴

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　
（
３
）
税
額
が
上
が
る
場
合

　
（
２
）の
②
以
外
の
宅
地
等
の
負

担
水
準
が
、
住
宅
用
地
・
市
街
化

区
域
農
地
で　

㌫
未
満
、
商
業
地

８０

等
で　

㌫
未
満
は
下
表
の
負
担
水

６０

準
に
応
じ
た
負
担
調
整
措
置
が
適

用
さ
れ
ま
す

　

※
固
定
資
産
の
所
有
者
が
住
所

等
を
変
更
し
た
場
合
や
住
所
、
氏

名
等
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、

お
手
数
で
す
が
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
土
地
・
家
屋

資
産
税
係
�　

・
７
７
２
６
〜
７

７０

へ
。

標
準
額
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す

　
（
２
）税
額
が
据
え
置
か
れ
る
場

合
　

①
負
担
水
準
に
よ
る
据
え
置
き

措
置
＝
負
担
水
準
が
住
宅
用
地
・

市
街
化
区
域
農
地
で　

㌫
以
上
１

８０

０
０
㌫
未
満
の
土
地
、
商
業
地
等

の
宅
地
で　

㌫
以
上　

㌫
以
下
の

６０

７０

土
地

　

②
著
し
い
地
価
下
落
に
対
応
す

る
据
え
置
き
措
置
＝
（
１
）
お
よ

び
①
以
外
の
宅
地
等
で
負
担
水
準

が
小
規
模
住
宅
用
地
は　

㌫
以
上
、

５５

一
般
住
宅
用
地
・
市
街
化
区
域
農

地
は　

㌫
以
上
、

５０

商
業
地
等
は　
４５

㌫
以
上
で
あ
る

こ
と
。
か
つ　
１３

年
度
評
価
額
に

対
す
る　

年
度

１６

評
価
額
の「
価

格
下
落
率
」が

全
国
平
均　

㌫
１５

以
上
で
あ
る
こ

と

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

住　宅　用　地　特　例　率
都市計画税固定資産税区　　分
３分の１６分の１小規模住宅用地 (１戸につき２００㎡まで )
３分の２３分の１一般住宅用地
３分の２３分の１市街化区域農地

　　 土地に係る固定資産税および都市計画税の主な税制内容
住宅用地・市街化区域農地商業地等（非住宅用地・雑種地など）

前年度課税標準額
新評価額×住宅用地特例率

前年度課税標準額
新評価額

負担水準
の算出

負担調整率負担水準負担調整率負担水準

負担調整率

本則課税

　１．０

　１．０２５
　１．０５
　１．０７５
　１．１
　１．１５

１００％以上

８０％以上１００％未満

４０％以上８０％未満
３０％以上４０％未満
２０％以上３０％未満
１０％以上２０％未満
１０％未満

本則課税の７０％まで
引き下げ
　　　　１．０

　　　　１．０２５
　　　　１．０５
　　　　１．０７５
　　　　１．１
　　　　１．１５

７０％を超える

６０％以上７０％以下

４０％以上６０％未満
３０％以上４０％未満
２０％以上３０％未満
１０％以上２０％未満
１０％未満

次の二つの要件をいずれも満たす場合は、税額を据え置きます。
①その土地の負担水準が商業地等は４５％以上、小規模住宅用地は５５％以上、一般住宅用地・市街化
　区域農地は５０％以上であること。
②平成１３年度の評価額に対する新評価額の下落率が、全国平均（１５％）以上であること。

新評価額
平成１３年度評価額

著しい地価
下落に対応
した臨時的
な税負担の
据え置き措
置

※平成１６年度課税標準額＝平成１５年度課税標準額×負担調整率
※税額＝課税標準額×税率（固定資産税は１．４％、都市計画税は０．２７％）

×１００％ ×１００％

×１００％価格下落率＝１－

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日４月１日
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららららららららららららららから
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　【環境審議会とその役割】市の環境の保全等に関す
る施策を総合的、計画的に推進する上で必要な事項を

調査審議するための市長の附属機関として設置され

ます。委員は１２名で、そのうち市民委員は５名です

　【応募資格】市内在住・在勤・在学の２０歳以上の方
　【任期・開催回数】１６～１７年度の２年間で、年３回
程度開催を予定しています

　【募集人数】５名
　【応募方法】５月７日（金）までに（必着）、①「環境
審議会委員希望」と記載②最も関心がある環境課

題３項目③応募の動機（８００字程度）④住所⑤氏名

（ふりがな）⑥年齢⑦性別⑧電話番号⑨電子メー

ルアドレス（お持ちの方のみ）、を明記の上、〒２０３

－８５５５、市役所環境緑政課あてに郵送を。直接環

境緑政課（市役所５階）へ持参または電子メール

（kankyoryokusei@city.higashikurume.lg.jp）も可

　【選考結果】５月中旬ごろまでに通知します
　詳しくは同課環境保全係�７０・７７５３へ。

東久留米市環境審議会東久留米市環境審議会
市民委員を募集します市民委員を募集します

　

４
月　

日（
祝
）

２９

　

木
曜
日
収
集
地
域
は
、
通
常
通

り
収
集
を
行
い
ま
す

　

５
月
３
日（
祝
）

　

▼
燃
や
せ
る
ご
み
…
月
曜
日
収

集
地
域
は
、
収
集
を
行
い
ま
す

　

▼
粗
大
ご
み
…
申
し
込
ん
で
指

定
さ
れ
た
方

　

▼
燃
や
せ
な
い
ご
み
、び
ん
、缶
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
ト
レ
イ
、
布
類

…
収
集
し
ま
せ
ん

　

５
月
４
日（
休
）

　

▼
燃
や
せ
る
ご
み
…
火
曜
日
収

集
地
域
は
、
収
集
を
行
い
ま
す

　

▼
粗
大
ご
み
…
申
し
込
ん
で
指

定
さ
れ
た
方

　

▼
燃
や
せ
な
い
ご
み
、び
ん
、缶
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
ト
レ
イ
、
布
類

…
収
集
し
ま
せ
ん

　

５
月
５
日（
祝
）

　

収
集
は
あ
り
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
ご
み
対
策
課
�　

・
７３

２
１
１
７
へ
。

４月４月２９２９日日（みどりの日）（みどりの日）、、
５月３日５月３日（憲法記念日）（憲法記念日）とと
５月４日５月４日（国民の休日）（国民の休日）はは
収集作業を行います収集作業を行います
５月５日の収集はありません５月５日の収集はありません

のでご注意くださいのでご注意ください

　
　

年
度
の
祝
日
の
収

１６
集
に
つ
い
て
は
、
広
報
ひ

が
し
く
る
め
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

◆◆

４４４４４４４４４４４４４４
月月月月月月月月月月月月月月
１１１１１１１１１１１１１１
日日日日日日日日日日日日日日
付付付付付付付付付付付付付付

４
月
１
日
付

市市市市市市市市市市市市市市
人人人人人人人人人人人人人人
事事事事事事事事事事事事事事
異異異異異異異異異異異異異異
動動動動動動動動動動動動動動

市
人
事
異
動

　固定資産税・都市計画税の納

税通知書を４月３０日に発送し

ます。第１期の納期限は５月３１

日（月）です。

　詳しくは課税課土地・家屋資

産税係�７０・７７２６～７へ。

固定資産税・
都市計画税の
納税通知書を
発送します


